
●【兵庫県】移住支援事業支援金について● 

この補助金は、県内への人材還流と中小企業の人材確保・起業の促進を目的に、東京圏（東

京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）から、県内への移住を伴う就業・起業者等に対して、移住支援

金を支給するものです。 

補助対象者 

移住元に関する要件 

次のいずれにも該当すること 

□住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以上、東京２３区に在住または東京圏（条件不

利地域除く）に在住し、東京 23 区内への通勤（雇用者としての通勤にあっては、雇用保険

の被保険者としての通勤に限る）をしていたこと 

□住民票を移す直前に連続して１年以上、東京２３区に在住または東京圏（条件不利地域除く）

に在住し、東京 23 区内への通勤（雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者

としての通勤に限る）をしていたこと 

※上記の在住期間を算定する場合において、東京圏（条件不利地域除く）に在住しつつ、東京２３区内

の大学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ就業した者については、修業年限を上限（ただし、高等

専門学校は２年を上限）として通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 

就職または起業に関する要件 

次のいずれかに該当する就職または起業をしていること 

※他の要件については、市 HP・要綱でご確認いただくか、お問い合せ下さい。    

                                                  （市ホームページ QR コード） 

区分 対象要件 

□ 支援対象求人に就職した者 
「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、 

「移住支援金対象」と表示のある求人への就業等 

□ 起業した者 
県が実施する「起業家支援事業（社会的事業枠（東 

京 23 区枠））」の交付決定を受けた起業等 

□ 
プロフェッショナル人材事業等を 

活用して就職した者 

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショ 

ナル人材事業または先導的人材マッチング事業を 

活用した就業等 

□ テレワーカー 

自己の意思により移住した場合であって、移住先 

を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテ 

レワークで実施する場合等 

□ 
関係人口（市や地域の方々と関 

わりを有する者） 

①、②に該当、①はアまたはイに該当すること 

①ア 過去５年以内に２回以上、南あわじ市へのふる 

    さと納税をしていること。 

   イ 過去に南あわじ市の住民基本台帳に記録され 

   ていたこと。 

②   市内において農林水産業、伝統芸能及び地場 

    産業（淡路人形浄瑠璃、淡路瓦、淡路手延べ素 

    麺など）、介護士又は看護士、保育士、淡路島 

    観光協会に所属する施設、運輸業又は運送 

    業の運転手、家業（親元等の農業経営、店舗、 

    町工場など）に従事する者 



その他の要件 

  □世帯全員が平成３１年（２０１９年）４月１日以降に転入していること 

  □申請日において、世帯全員が転入後１年以内であること 

  □申請日から５年以上継続して市内に居住する意思のあること 

□世帯全員が市税を滞納していないこと 

 □世帯全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと 

  □日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること 

  □過去 10 年以内に交付対象者を含む世帯員として支援金を受給していないこと 

  □世帯全員が、移住元において同一世帯に属していたこと 

  □世帯全員が、申請日において同一世帯に属していること 

  □交付対象者を含む世帯員全員がいずれも、支援金の申請日において転入後１年以内であること 

補助金額  

世帯で移住する場合：１００万円 

単身で移住する場合： ６０万円 

    ※18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の方一人につき最大 30 万円を加算し

ます。 

必要書類 

【全ての方】 

□写真付き身分証明書（公的なものに限る。） 

□住民票の写し（転入世帯員全員分） 

□転入前の住所地の住民票除票及び戸籍附票の写し（転入世帯員全員分） 

□誓約書兼同意書（様式第２号） 

□未納税額のない証明書（転入世帯員全員分、発行日から 1 箇月以内のもの） 

【東京 23 区内への通勤者であった方】 

□東京 23 区内で通勤していた企業等の就業証明書（移住元での在勤地、在勤期間が確認

できる書類） 

□雇用保険被保険者証等（雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類） 

【東京 23 区内に通勤していた個人事業主であった方】 

□開業届出済証明書等（移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類） 

□（開業届出済証明書等の提出ができない場合）個人事業等の納税証明書等（必要に応じ

て複数年度分） 

【東京 23 区内に通勤していた法人経営者であった方】 

□登記簿謄本、登記事項証明書等（移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類） 

□（登記簿謄本、登記事項証明書等の提出ができない場合）法人設立届出書提出時の控え

（税務署の受付印があるもの）又は法人税等の納税証明書等（必要に応じて複数年度分） 

【東京 23 区内の大学に通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者であった方】 

□卒業証明書等（在学期間や卒業校を確認できる書類） 

□東京 23 区内で通勤していた企業等の就業証明書等（移住元での在勤地、在勤期間が確

認できる書類） 

□雇用保険被保険者証等（雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類） 



【問合せ先】南あわじ市役所 企画部 ふるさと創生課 

      〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地 1 

電話 0799-43-5205  FAX 0799-43-5305 

E-mail  furusato@city.minamiawaji.hyogo.jp 

【就業の場合】 

□就業先企業等の就業証明書（支援金の申請用）（様式第３号） 

【テレワークの場合】 

■企業に雇用されている方 

□所属先企業等の就業証明書（支援金の申請用）（様式第４号） 

■個人事業主 

□就業証明書（支援金の申請用）（様式第４号）※本人が証明 

□開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等（就業証明書の根拠資料となる書類） 

□業務委託契約書等（移住前、移住後において移住元での業務を継続していることが分か

る書類） 

■法人経営者 

□所属先企業等の就業証明書（様式第４号） 

□法人設立届出書提出時の控え（税務署の受付印があるもの）、法人税等の納税証明書、登

記簿謄本、登記事項証明書等（就業証明書の根拠資料となる書類） 

□業務委託契約書等（移住前、移住後において移住元での業務を継続していることが分か

る書類） 

【起業の場合】 

□起業家支援事業 社会的事業枠（東京 23 区枠）交付決定通知書の写し 

【関係人口の場合】  

  □①アの場合：寄付金受領証明書（２回分以上） 

  □①イの場合：戸籍附票（再掲） 

  □②：就業先企業等の就業証明書（支援金の申請用）（様式第３号） 

相談・申請受付 

受付期間  申請する年度の４月１日～翌年２月末日まで 

           ※土曜・日曜・祝日・年末年始は受付できません。 

受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

受付場所  ふるさと創生課（市役所 本館３階）  ※書類は直接ご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


